
健康保険組合通知第 2 号 

令 和 6 年 5 月 2 7 日 

被 保 険 者 各 位 

ユニマット健康保険組合 

 

令和 6 年度  健康診断の実施について  

 

健康保険組合による令和 6年度の健康診査を 6月から実施いたします。健康診査は健康の保持増進の

ための現在の健康状態をチェックする目的で行われます。単なる病気の発見のためだけに実施される健

診ではございません。ご自身の生活習慣の振り返りや、見直し、改善をされることで、疾病予防にも繋

がり、医療費の抑制に繋がりますので、ぜひともご受診ください。 

対象となる方は、健保ホームページの『個人情報の取扱いについて』をお読みになって、同意された

方は受診機関へ直接予約をとり、実施期間内にご受診ください。 

医療機関により一部自己負担があります。 

 

記 

【１】実施期間          2024年 6月～2025年 2月末日 （厳守） 

期間外の受診は全額自己負担となります。（補助対象外） 

 

【２】対象者等  35歳以上の被保険者・被扶養者（2025年 3月 31日現在の年齢） 

   2024年 4月 1日に資格を有し、かつ受診当日に資格を有する方 

   2024年 4月 2日以降に健康保険の資格を取得された方は対象外 

 

【３】健診種類（カード色） 

【半日人間ドック：白】        40歳以上の男性・女性被保険者 

【男子成人病健診：黄】        35歳以上 39歳以下の男性被保険者及び男性被扶養配偶者  

【男子成人病(特定)健診：ｸﾞﾚｰ】 40歳以上の男性被扶養配偶者 

【主 婦 健 診：ピンク】       35歳以上 39歳以下の女性被保険者及び女性被扶養配偶者 

【主婦(特定)健診：ｸﾞﾚｰ】      40歳以上の女性被扶養配偶者 

【家族(特定)健診：ｸﾞﾚｰ】      40歳以上の被扶養者（配偶者除く） 

【４】受診方法  別紙『健診手順』をご覧ください。 

 

【５】受診機関  

       全国の契約医療機関  ⇒  けんぽだより夏号(『Club Unimat』)とホームページにて掲載。 

 注：組合指定の契約医療機関以外での受診は原則禁止致します。 

   随時、契約医療機関を変更しておりますので必ず確認のうえ、ご予約願います。 



【６】留意事項  

■健診カードは紛失しないよう、大切に保管してください。万一、紛失してしまった場合、健

康保険組合までご本人から連絡下さい。 

カードがない受診は全額自己負担となります。 

■健診カードの中央部にあります本人記入欄(太枠線内の項目)は、忘れずご記入下さい。 

■誤った健診名で受診し、発生した費用の差額は自己負担となりますので、予約時に必ず健診

名を伝えて下さい。 

■胃部検査（Ｘ線・バリウム検査）を胃カメラ（内視鏡検査）へ変更した際に生じた差額は自

己負担となります。 

■受診当日に、ユニマット健康保険組合の資格を有する方が対象です。 

資格喪失又は扶養削除となった方は、速やかに健診カードを破棄して下さい。  

資格喪失後の受診が判明した場合は、後日全額請求いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【照会先】 

ユニマット健康保険組合 

  0 3 - 5 4 1 1 - 2 0 1 0 

長 岡 

契約医療機関は毎年、契約更新を行っており、契約更新が出来ない医療機関や料金改定等で

一部自己負担額が増額する医療機関もあります。 

その場合、受診当日に窓口にてお支払が発生します。 

なお、一部自己負担の金額等の問い合わせにつきましては、ユニマット健康保険組合まで

ご連絡ください。 

 

 

 


